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「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の 

一部改正について 
 
このことについて、平成 25 年７月１日付け 25 消安第 1579 号をもって、農林

水産省消費・安全局農産安全管理課長・畜水産安全管理課長連名で、同日付け

25 生畜第 490 号をもって生産局農産部穀物課長・畜産部畜産振興課長連名で、

別添のとおり通知がありました。貴会会員への周知方よろしくお願いします。 

このたびの通知は、今般、これまでの飼料用米農薬安全確保事業により得ら

れた知見について総括したところ、①新たに「飼料として使用する籾米への農

薬の使用について」（平成 21 年４月 20 日付け 21 消安第 658 号・21 生畜第 223

号関係課長通知）の措置を要しない農薬成分を含む剤があると判断したこと、

②当該通知の措置を要しない農薬成分のうち、DEP(トリクロルホン)が農薬登録

から失効したことから、当該通知を改正する旨、本会会員に周知徹底を依頼さ

れたものです。 

 なお、本通知による改正後の課長通知の措置を要しない農薬成分を含む剤は

別紙の通りであることを申し添えます。 
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